
協議第３１号 

 

階級設定について 

 

次の調整結果について協議を求める。 

 

平成２３年１２月２２日提出 

 

神奈川県西部消防広域化協議会 

会 長  加 藤 憲 一 

 

 

（調整理由） 

１ 階級設定について 

・「小田原市消防職員の職の設置等に関する規則」に基づき、職に充てる職員

の階級を職名に応じて設定することが適当。 

２ 足柄消防組合職員の階級設定について 

・足柄消防組合職員の階級は、同じ学歴、同じ経験年数等を持つ小田原市職

員と同じ階級に設定することが合理的であるため、小田原市の基準に基づ

き、他の職員との均衡を考慮して決定することが適当。 

 

 

調 整 結 果 

１ 小田原市の職名に応じ階級を設定する。 

２ 広域化時の足柄消防組合職員の階級は、小田原市の基準に

基づき他の職員との均衡を考慮して決定する。 
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